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～はじめに～

　町民各位におかれましては、日頃より町政にご理解とご協力をた

まわり心より感謝申し上げます。

　さて、昨年度は、町の目指すべき方向（将来像）を決定いたしま

す「第４次粕屋町総合計画」の策定を行いました。

　また、平成18年度予算編成につきましては、皆様にとりまして

十分な予算措置に至らなかったとの思いもございますが、厳しい行

財政の改革のなか、限られた財源をバランスよく配分できるよう取

り組み、実効性の確保に努めてまいりました。

　そこで、初めての発行になりましたこの予算概要書は、施策や事

業を分かりやすくお知らせする事により、行政がより身近なものと

なり、関心を持っていただけることで、地域自治への高まりのなか

町民と行政が協働したまちづくりへと進めていく一助になればとの

想いでございます。

　そして、これからの環境・景観・医療・福祉など複雑・多様化し

た諸問題を町民の皆さんと行政が共有することにより、将来のまち

づくりの方向性である信頼と協働の町の実現へつなげたいと期待す

るものです。

　今後も、積極的な情報の提供によりまして、行政への一層のご理

解をいただきながら、町政のかじ取りを行っていく所存でございま

すので、何卒ご協力、ご支援をたまわりますようお願いいたします。

　平成18年４月

粕屋町長　小　池　弘　輔
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１． 都市と自然が調和したゆとりのあるまち並みづくり

２． みどりと水辺を守り・つなぎ・生かすまちづくり

第１章　都市と自然のバランスのとれた便利で快適なまち

　住居表示整備事業

　　町内で、最も住所が分かりにくい｢大字仲原｣を中心に整

　備していきます。17年度は、駕与丁地区の住居表示を整

　備しました。今年度は、花ヶ浦地区を中心とした区域を

　整備予定です。

サイン整備事業

　　個性ある地域づくり事業として、長い期間をかけて、

　継続的な対応が必要であり、サイン計画や景観計画の方

　針や手法のＰＲに努めながら、今年度は、県道周辺を中

　心にサイン整備を実施します。

駕与丁公園整備事業

　　駕与丁公園は、昭和50年代よりため池の周辺を利用し

　た公園整備が進められ、現在は一周4.2195㎞の遊歩道と

　なっています。建設から数十年が経過しており、ため池

　法面の崩壊や歩道路面の傷みなどが進行しており、改修

　工事を行います。

(担当）住民課　住居表示係

13 , 2 1 5千円

(担当）企画課　企画係

2 , 8 0 0千円

(担当）都市整備課　都市計画係

4 , 5 0 0千円

駕与丁公園 バラ園
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３． 生活の基盤を支えるみちづくり

千代・粕屋線街路建設事業（県事業）　　　　　　  

　　県道　福岡・篠栗線の拡幅事業として県が事業主体で

　事業を行います。計画幅員W=25.0ｍ、区間は福岡市境よ

　りJR篠栗線迄で粕屋町も負担金を拠出し、広域交通体系

　の確立に向けて取り組みます。

町道　広田・二股瀬線等舗装工事　　　　　　　　

　　１級町道　広田・二股瀬線外数路線においては、交通

　量の増大に伴う、舗装の老朽化が進んでいるため、舗装

　の改良工事を行います。

都市計画道路　土井・宇美線他調査測量

　　県道福岡・直方線と国道201号線を結ぶアクセス道路の

　早期着手が望まれているため道路の予備設計を行います。

　　また、南里・新大間線については関係機関と設計協議

　を行い早期着手に向けて取り組みます。

町道　内橋・大隈線歩道設置工事　　　　　　　　

　　内橋・大隈線と交差する九州自動車の区間内において

　歩道が狭小のため、九州自動車道の桁下空間を利用し歩

　行者の安全確保のため歩道を設置します。　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

(担当）都市整備課　都市計画係

40 0 , 0 0 0千円

(担当）都市整備課　工務係

20 , 0 0 0千円

(担当）都市整備課　工務係

11 , 0 0 0千円

(担当）都市整備課　工務係

5 , 0 0 0千円

 

県道　福岡・篠栗線の拡幅事業
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４． みんなで取り組む住み良い環境づくり

リサイクルボックス設置事業

　　より多くの古紙類を回収することにより、ごみとしての排

　出量を削減し、資源循環型社会を目指します。　　　　　　

　

　古紙類等回収奨励金事業

　　各行政区内から排出される、紙・雑誌・新聞紙・段ボール

　・古布類等を団体（子供会や育成会等)で回収していただいた、

　そこへの奨励金であり各団体の活動資金として活用されてい

　ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

広域による一般廃棄物処理施設の負担金

  (ごみ)

　　広域で整備されたごみ処理施設の負担金です。みなさ

　んの家や事業所から排出された可燃ごみについては固形

　燃料にして発電所の燃料に再利用し、不燃ごみについて

　は、再利用するため分別し、資源循環型社会を目指して

　います。

(担当）環境課　環境衛生係

72 0千円

(担当）環境課　環境衛生係

7 , 0 0 0千円

(担当）環境課　環境衛生係

75 8 , 3 5 8千円

クリーンパークわかすぎ
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（し尿）

　　下水道普及率の向上に伴い施設への搬入量が減少し、

　処理負担金は減少してきています。

　　この施設は稼働して以来24年を経過し、老朽化による

　大規模改修等の検討が必要とされています。

塵芥処理に関する委託料(ごみ収集運搬等)

　　一般家庭等から排出されるごみの収集・運搬業務等に

　係る費用です。

上水道施設の環境整備

　　１．都市計画道路千代・粕屋線等に伴う水道管切替工事

　　　　　工事長L=７００M

　　２．下水道工事関連水道管切替工事

　　　　　工事長L=１５００M

　　３．水道管修理及び鉛管取替え工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下水道の整備促進　　

　　下水道整備事業は公共用水域の水質保全や生活環境改

　善のため、事業の促進を図ります。

　整備予定個所　　酒殿区、朝日区、戸原区、

　　　　　　　　　阿恵区、上大隈区

　整備予定面積　　15ha

下水処理水の有効活用     

　　平成14年の供用開始以来、既存水路及びせせらぎ公園

　への再生処理水の放流を今後も継続していきます。

(担当）環境課　環境衛生係

71 , 1 6 8千円

(担当）環境課　環境衛生係

24 8 , 6 6 7千円

(担当）上下水道課　業務係

工事費 1 0 0 , 0 0 0千円

工事費 1 0 0 , 0 0 0千円

工事費　17 , 7 0 0千円

(担当）上下水道課　業務係

流域関連公共下水道事業

　　　　　　　　　特別会計予算

　　41 2 , 0 0 0千円

（内訳）国費　145,000千円

町費　  47,200千円

町債　219,800千円

(担当）上下水道課　業務係

流域関連公共下水道事業

　　　　　　　　　特別会計予算

　44 , 7 1 2千円
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５．活力のあふれるまちづくり　

古大間池取水設備改良工事

　　老朽化のため灌漑用の取水設備（斜樋等）改良を行い

　生産基盤の整備・充実を図ります。

生産調整推進対策事業

　　転作等推進事業奨励補助金

農業生産構造特別対策事業

　　粕屋農協関連農業振興補助金

町内商工業の振興事業

　　粕屋町商工会補助金

　　商店活性化対策補助金

　　中小企業融資預託金　

(担当）都市整備課　工務係

１0 , 0 0 0千円

(担当）地域振興課　地域農政係

8 , 5 0 0千円

(担当）地域振興課　地域農政係

1 , 4 5 2千円

(担当）地域振興課　地域振興係

8 , 5 0 0千円

30 0千円

20 , 0 0 0千円

原町駅前商店街
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１．いきいき暮らせる健康づくり

第２章　誰もが安心していきいき暮らせるやさしいまち

健康づくりの推進　

　　健康でいきいき暮らすことを目指す「健康かすや21」

　(私の健康　私が主役)のポイントである「食」と「運動」

　の大切さを広く知ってもらい実践してもらうため、「健

　康かすや21」の作業部会の方々や住民の皆様と協動して

　健康づくりを進めます。

検診体制の充実　

　　「早期発見　早期治療」に加え「元気な人をふやす」

　ための検診として、町民のみなさんに有効に活用してい

　ただくため、検診後の予防教室等の利用の促進を図ります。

母子保健の充実　

　　高い出生率に対応し、助産師等の専門職による相談支

　援体制の充実を図ります。

　　また、検診の隙間となっている2歳児の歯科健診をはじ

　めます。

　

ことばの教室 

　　発達障がいの幼児に早期療育を行う専門職を適切に配置

　し、指導支援体制の充実に努めます。

(担当）健康福祉課　健康推進係

「健康かすや21」推進費

1 , 2 2 9千円

(担当）健康福祉課　健康推進係

各種検診事業               

6 2 , 0 0 0千円

生活習慣病予防教室      

1 , 4 4 0千円

(担当）健康福祉課　健康推進係

妊婦健診事業               

8 , 2 4 0千円

乳幼児健診事業            

8 , 3 0 0千円

乳幼児訪問指導員         

6 0 0千円

２歳児歯科健診             

5 5 0千円

乳幼児健診フォロー教室

2 , 6 0 0千円

(担当）健康福祉課　健康推進係

言語聴覚士・臨床心理士の配置

16 , 3 3 9千円
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２．高齢者がいきいき暮らせるやさしい地域づくり

介護保険サービス　(介護保険事業)　　

　　要介護認定の申請をして、要支援・要介護と認定された

　方が利用するサービスです。

　　軽度要介護認定者の重度化防止のための「新予防給付」

　というサービスが創設されるなど、 サービスの種類や内

　容など見直しがされています。

粕屋貯筋体操ひろば

　　運動機能低下のおそれがある方を対象に、定期的に、

　仲間と一緒にボールやバンドを用いて体操を行い、運動

　機能の維持向上をお手伝いする事業です。

　<場所>福祉センター、12回1クールとして5グループ開催

健康長寿料理教室  
　　低栄養のおそれがある方を対象に、少人数で、栄養に

　関する講座や簡単な調理実習を行い、低栄養を予防し、

　健康な身体づくりを目指すことをお手伝いする事業です。

　<場所>　健康センター、3回1クールとして2グループ開催

転倒骨折予防教室「転ばぬ先の杖｣

　　骨粗しょう症のおそれがある方を対象に、栄養・運動・

　生活について、講座や実技を通して、転倒骨折予防・寝

　たきり予防を行う事業です。　

　<場所>　福祉センター、7回1クール開催

(担当）介護支援課　認定給付係

1 , 2 3 1 , 7 7 8千円

町費　15 3 , 9 7 2千円

　国費・県費・第1号被保険者・第

2号被保険者の方の保険料で実施し

ます。

(担当）介護支援課

　　　地域包括支援センター

70 8千円

　国費・県費・町費・第1号被保険

者・第2号被保険者の方の保険料で

実施します。

(担当）介護支援課

　　　地域包括支援センター　　

10 6千円

　国費・県費・町費・第1号被保険

者・第2号被保険者の方の保険料で

実施します。

(担当）介護支援課

　　　地域包括支援センター                   

1 4 0千円

　国費・県費・町費・第1号被保険

者・第2号被保険者の方の保険料で

実施します。
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新ゆうゆうサロン「粕屋転ばん体操ひろば｣

　　「粕屋貯筋体操ひろば」を終了した高齢者と65歳以上

　の一般高齢者が町内15ケ所の公民館において、定期的に

　ボールなどを用いて楽しく「粕屋転ばん体操」に取り組

　める場を提供します。

　　地域において、仲間と一緒に楽しく体操を続けていく

　ことが介護予防のポイントです。午後は、楽しくレクリ

　ェーションやゲームを行い閉じこもり予防やうつ予防事

　業になります。

地域包括支援センター

　　　　　　　　(地域包括支援体制の整備) 

　　高齢者の生活を総合的に支援していくための拠点とし

　てH18年4月から新しく役場に設置されます。

　　ここでは、保健師を中心に、介護予防対象者の選定や

　介護予防プランの策定をし、できる限り要介護状態にな

　らないための介護予防事業に取り組みます。また、虐待

　の早期発見・防止なども含めた高齢者の総合的支援や家

　族介護支援やケアマネジャーの相談・支援を行います。   

在宅福祉サービスの充実　　　

　　できる限り住み慣れた地域で在宅生活を続けられるよ

　うに、介護保険制度だけでは補えない必要な在宅サービ

　スを、家族支援と利用者の自立支援という視点から提供

　します。

　　緊急通報システム・寝具乾燥消毒サービス・生活支援

　住宅改修費補助等があります。

シルバー人材センター支援事業　　

　　シルバー人材センターに対する助成をするものです。

　　高齢者の雇用の拡大や社会参加による生きがいづくり

　のため、後方的な支援をしていきます。地域に密着した

　事業拡大(展開)を目指します。

(担当）介護支援課

　　　地域包括支援センター                    

1 1 , 2 3 2千円

　国費・県費・町費・第1号被保険

者・第2号被保険者の方の保険料で

実施します。　             

　

(担当）介護支援課

　　　地域包括支援センター                     

　1 0 , 5 2 5千円

　国費・県費・町費・第1号被保険

者・第2号被保険者の方の保険料で

実施します。                             

    

(担当）介護支援課　高齢者支援係

17 , 6 0 1千円

　　町費　16,101千円

県費　　1,500千円

(担当）介護支援課　高齢者支援係

　　　　　　　　7 , 0 0 0千円

老人クラブ連合会　いも堀り
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３．障がい者がいきいき暮らせるやさしい地域づくり

４．子育て世代がいきいき暮らせるやさしい地域づくり

障がい者自立支援サービス事業　　

　　介護等の支給決定を受けられた方が利用するサービス

　です。障がいによる日常生活上、継続的に必要な介護給

　付（ホームヘルプや施設での生活介護）と障がいのある

　方が地域で生活を行うための訓練等給付（機能訓練や生

　活訓練、就労に関する支援）があります。

　（障がい者自立支援サービスのほかにも障がい者の地域生活支援の

　ため町独自の障がい者福祉サービスがあります）

障がい児タイムケア（放課後等対策）事業　    
　　障がい児の安全確保や保護者のレスパイト（休息時間）

　のために放課後や長期休暇中などにお子様を一時お預か

　りします。

手話通訳士等派遣事業　     　　　　　　　　　

　　聴覚障がいの方のコミュニケーション支援のため、手

　話通訳士等を派遣します。

障がい福祉計画の策定 　　　　　　　　　　　

　　障がい者がいきいき暮らせる地域づくりをめざして、

　行政、障がい者等と地域住民と協働で障がい者支援の行

　動計画を策定します。

介護給付費等の支給に関する審査会の設置 　　　

　　障がい者の実情に通じた、中立かつ公平な介護給付費

　等の支給を行うため審査会を設置します。

保育所運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　児童を保育することが困難な場合、保育所において保

　育を実施します。又、待機児童対策として広域入所を推

　進すると共に多様な保育サービス（一時保育や延長保育

　等）を実施します。　　　　　　　　　

(担当）健康福祉課　障害者福祉係

19 4 , 4 0 0千円

国・・１／２

県・・１／４

町・・１／４

(担当）健康福祉課　障害者福祉係

6 , 6 7 0千円

(担当）健康福祉課　障害者福祉係

96千円

(担当）健康福祉課　障害者福祉係

　　1 , 6 2 0円

(担当）健康福祉課　障害者福祉係

　　2 , 7 5 3千円

(担当）健康福祉課　子育て支援係

児童福祉施設費 5 2 9 , 5 8 0千円

（内訳）　　　　　　　　　

 受益者負担　　17 2 , 4 4 0千円

その他特定財源　　4 , 7 2 1千円

町費 　　　　　35 2 , 4 1 9千円
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５． 心豊かに暮らせる地域づくり

子育て支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　次世代育成支援行動計画の実践を通して、「子ども

　とともに育つまち　粕屋」をめざします。

　　つどいの広場事業　　　　　　　3 , 5 6 7千円

　　　　子育て中の親子がつどい、ともに楽しみ、ともに

　　　学ぶ交流の場として、地域の方々の応援による世代

　　　間交流の場として、地域での子育て応援の拡充を図

　　　ります。

　　子育て応援団（次世代育成支援事業）1 , 3 4 3千円

　　　　次世代育成支援行動計画の策定委員会の有志の皆

　　　さんを中心に、子育てボランティア養成講座の卒業

　　　生の皆さんも参加していただいている子育て応援団

　　　（世代間交流、公民館活用・父親の育児参加etc.）

　　　の活動を支援します。

　　ブックスタート事業　　　　　　　99 5千円

　　　　ボランティアのみなさんと一緒に、絵本の読み聞

　　　かせの大切さを伝え、親子で絵本に親しむ機会を増

　　　やしてもらうとともに、「みんなで子育て応援して

　　　ますよ」のメッセージを伝えています。10ヶ月健

　　　診時に絵本をお渡しします。

社会福祉協議会補助金　

　　地域福祉活動計画に沿って福祉の地域づくりの推進を

　支援します。

町営住宅の適切な維持管理   

　　朝日３団地の維持保全のため屋根・外壁の防水工事を

　施工します。

(担当）健康福祉課　子育て支援係

子育て支援費　　　6 , 3 1 5千円

（内訳）　　　　　　　　　　　

国庫交付金　　　　2 , 9 2 0千円

町費　　　　　　　3 , 3 9 5千円

(担当）健康福祉課　社会福祉係

40 , 2 3 2千円

（福祉バス運行委託費5,235千円

　含む）

(担当）健康福祉課　社会福祉係

　　　　　32 , 0 0 0千円

国の補助（45％）
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１． 地域で育む人づくり

第３章　人・地域・文化を愛する人を育むまち

粕屋東中学校第2期大規模改造工事　　　　　　　　　

　　教育施設及び環境の整備・充実を図るため、粕屋東中

　学校第2期大規模改造工事（体育館の屋根・外壁等）等の

　工事を行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

外国語指導者業務委託　　　　　　　　　　　　　　

　　小学校へ外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し、国際理解、

　異文化や外国語（英語）を学ぶ環境づくりを図ります。

　　

　

少人数教育

　　小学校低学年を中心に少人数指導体制の充実を図り21  

　世紀を担う子どもたちの「確かな学力」の育成を目指し

　ます。　　

　　　　　　　　　　　　　　　

粕屋町少年の船支援事業

　　少年の船での研修を通じて、視野を広げ、青少年相互の

　連帯を深めるとともに、団体生活の楽しさ、厳しさ、社

　会参加の意義を学ぶ事を目的に、粕屋町空と海の会や粕

　屋町青年団等が中心となって実行委員会を組織し、隔年

　で実施している事業です。

(担当）学校教育課　学校教育係

 工事費　　　　15 3 , 5 0 0千円

(内訳）町費　  38,500千円

町債　115,000千円

(担当）学校教育課　学校教育係

 委託料 　　　　　3 , 5 0 0千円

(担当）学校教育課　学校教育係

賃金　　　　　3 , 5 2 0千円

(担当）社会教育課　社会教育係

3 , 0 0 0千円


